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Adobe Acrobat Sign
回答者様へのご案内

※ 本紙で説明する操作内容についてはWebサイトでも掲載しております。
Webでご覧になる方はコチラ

https://www.ohwa-audit.co.jp/confirmation-guide/
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Ⅰ. 確認手続の概要
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紛失リスクが
常にある

郵送のたびに到達までに
2日程度を要する

全ての業務で
出社が必要

従来の紙面においては、郵送サービスを利用するため、互いに投函後から相手へ到達するまでに2日程度、往復にして4日程度を要しています。また、郵送の途中や、
受取後に紛失してしまうリスクも相応にあるうえ、回答・投函後に監査法人から回答の不備や押印の漏れ等により再回答をお願いされることも。。。
テレワークの浸透や契約書や帳簿自体が電子化され押印する機会も減っていく中、確認状だけが出社・押印を必要とする紙面による実務が今も残っています。 

Ⅰ. 確認手続の概要
1. 従来、紙面による確認手続の全体像
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電子場合、従来の紙に比べ、郵送期間の短縮、Web経路内の履歴が残るため到達状況の可視化によって紛失リスクが逓減できます。
また、すべての操作がインターネット回線に接続した端末で完結できるためテレワーク環境下でもご対応いただけます。さらに、最低限の必要事項の入力がない限り

送信できないため、従来の紙面で生じた“再回答”という手間も回避することが期待できます。

一方で、紙面の場合は経理管掌”部署”宛に依頼しておりましたが、電子の場合は皆様各”個人”宛に依頼することになります。
そのため、確認依頼にあたり皆様には確認依頼先となる貴社(貴法人)内の個人をご指名頂き、メールアドレス等を被監査会社等を経て私たちにもご提供いただくことが
必要になります。

Ⅰ. 確認手続の概要
2. Adobe Acrobat Signを利用した確認手続の全体像
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ﾊﾟｽ

認証ログイン
署名・送信

回答の受領

回答のご確認

送信後、間もなく相
手に到達

誤って消去しない限り、紛失する
ことはない

全ての操作がPC上
で完結

最低限の必要事項の入
力がないと送信できない
ため、再回答リスクが逓
減される

メールアドレ
ス等個人情
報の提供

端末操作で送信
完了
紙面の投函不要
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紙面から電子へ、どのような媒体・経路を利用しようとも確認状のご回答は原則、貴社（貴法人）における経理を管掌する部署(以下、経理管掌部署)内の一定の責任・権限を
有する方を経て入手させていただくことに変わりはありません。

これまでは貴社(貴法人)内で上記プロセスを経た証跡として“社判の押印”を監査手続としては重視しておりましたが、電子の場合はこれが”電子署名”に置き換わります。
経路はこれまで同様、原則的には回答を入力いただく“回答担当者”から、その内容をご確認いただく”回答確認者”を経ることを想定しておりますので、2名のメールアドレス等を提供
いただきますようお願いいたします。

Ⅰ. 確認手続の概要
3. ご回答いただく「回答確認者」と「回答担当者」の想定役職と権限

確認状における
役割 想定している役職 ご提供いただく個人情報 ※1 Adobe Acrobat Sign

上の操作
回答確認者 下記、回答担当者によって入力された回答内容をご確認いただきます。

貴社(貴法人)における会計帳簿に係るご回答をお願いするため、経理業務
を管掌する部署（以下、「経理管掌部署」）において一定の権限と責任を有
する職位にいらっしゃる方を想定しております。

具体例として、経理部長や経理課長を想定しておりますが、当然、各社・
各法人によって経理管掌部署の組織図上の位置づけ・業務分掌、部署内の職
務・職位の構成、役職・職位の呼称は様々です。
ご回答いただく貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールに

おいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てら
れている職位にある方を”回答内容の確認者”として右記必要事項をご提供く
ださい。

別途、具体的な事案に応じた回答確認者をQ&Aにおいて提示しておりま
す。併せてご確認ください。

■貴社(貴法人)における所属部署
■貴社(貴法人)における役職名※2
■回答確認者としてご指名頂く方の氏名
■回答確認者としてご指名頂く方のメールアドレス

・認証パスワード通知メールの受信
・回答担当者による回答の否認
・回答担当者による回答の承認署名

回答担当者 上記回答確認者の下で、経理業務に従事されている方を想定しております。

 回答確認者同様、別途、具体的な事案に応じた回答担当者をQ&Aにおいて
提示しております。併せてご確認ください。

■貴社(貴法人)における所属部署
■貴社(貴法人)における役職名*(任意)
■回答確認者としてご指名頂く方の氏名
■回答確認者としてご指名頂く方のメールアドレス

・認証パスワード通知メールの受信
・回答依頼に対する回答の入力
・回答入力完了の署名と承認依頼

※1 「任意」と記載した項目以外は、該当ある限り提供をお願いします。皆様の個人情報を取り扱いますので情報セキュリティ体制につきましては「Ⅲ. 情報セキュリティ」をご覧ください。
※2 ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位としております。

https://www.ohwa-audit.co.jp/questionsandanswers/
https://www.ohwa-audit.co.jp/questionsandanswers/
https://www.ohwa-audit.co.jp/questionsandanswers/
https://www.ohwa-audit.co.jp/questionsandanswers/
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Ⅰ. 確認手続の概要
4. ご回答いただく確認状の様式と記載内容

確認回答者(貴社または貴法人)の情報
を記載しております。

確認依頼者の担当者・責任者の
情報及び電子署名が完了しております。

ご回答内容の補足説明。
貴社帳簿残高に係る明細を送付
頂ける場合はメールアドレスをクリックください。

確認基準日、ご回答締切日
問い合わせ先を記載しております。

ご回答記入欄。
まずは、上記依頼内容に対して、
基準日時点における貴社帳簿残高
との照合結果を選択ください。

貴社帳簿残高記入欄。
回答記載欄の選択において、「相違がありま
す。以下の記載の通り、または送付する明細
通りです。」を選択した場合に貴社残高を記
入ください。

確認依頼内容。
基準日時点における確認依頼者側
の帳簿残高を記載しております。

貴社の署名欄。
回答内容を確認、及び宣誓内容を
ご確認の上、回答担当者・責任者の
ご署名をお願いします。

全体像を把握したい場合はこちらからサンプルをダウンロードでき
ます。

https://www.ohwa-audit.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/XXXX%E7%A4%BE_%E5%82%B5%E6%A8%A9%E5%82%B5%E5%8B%99%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%8A%B6_%E3%80%87%E3%80%87%E3%80%87%E3%80%87.pdf
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回答担当者及び回答確認者には、それぞれAdobe Acrobat Signからは2つのメールが届きます。
一番左「確認して署名」は回答担当者へのリンク招待、真ん中「確認して承認」は回答確認者へのリンク招待、一番右は「契約書を開く」は全て完了後に皆様に控を

お届けするメールです。
「契約書を開く」とありますが、これはAdobe Acrobat Signの仕様により表示されている文言となります。確認手続は貴社(貴法人)、被監査会社等及び私たち監査

法人間で何らの契約を成立させるものではありません。予めご了承ください。

Ⅰ. 確認手続の概要
5. Adobe Acrobat Signから届くメール
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Ⅱ. 回答の操作方法

― ―10
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Ⅱ. 回答の操作方法
1. 認証パスワード通知メールの受信

〇〇〇〇〇@ohwa-
audit.co.jpのアドレスか
ら件名「認証パスワード
及びご回答手続きの案
内」というメールが、担当
者様と責任者様それぞれ
に届きます。

依頼情報として監査クラ
イアント名、確認回答基
準日、確認回答期日が
記載されておりますので確
認ください。

手順1から確認してくださ
い。
特に、3.認証用パスワー
ドはAdobe Acrobat 
Signログイン時に利用し
ます。
本メールは削除しないよう
にしてください。
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Ⅱ. 回答の操作方法
2. 【回答担当者様】回答依頼メールの受信と認証ログイン

Adobe Acrobat Signから件名「[署名依頼] XXXX社
_債権債務確認状_〇〇〇〇」というメールが届きます。
中央の確認して署名を選択してください。

WEBブラウザが立ち上がりAdobe Acrobat Signにログインする認証パスワードを入力
する画面が表示されます。
前頁でご紹介した「認証パスワード及びご回答手続きの案内手順」を確認し、手順3.
認証用パスワードに記載されている認証用パスワードを入力して続行を選択してください。
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Ⅱ. 回答の操作方法
3. 【回答担当者様】利用条件等の同意

利用条件、消費者への情報開示をご
確認頂き、同意いただける場合は続
行を選択ください。
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Ⅱ. 回答の操作方法
4. 【回答担当者様】回答入力

確認依頼内容の科目、残高に相違が
無い場合は、「確認依頼内容に相違
はありません。」を選択してください。

確認依頼内容の科目、残高に相違が
有る場合は、「相違があります。以下の
記載の通り、または送付する明細の通
りです。」を選択してください。また、相違
内容欄に備考を記載することができま
す。そのほか、明細提出先のメールアド
レスを選択すると明細を添付して送信
することができます。送付する際は、登
録されている責任者をCCに追加して送
信してください。

ご回答いただく確認状本紙の全体を把握、ご確認されたい
場合は、こちらを選択することでブランクフォームをダウンロー
ドできます。
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Ⅱ. 回答の操作方法
5. 【回答担当者様】署名・送信

回答の選択、または入力が終わりましたら、画面下部のクリックして署名を選択してください。

署名欄が表示されますので、氏名を入力して適応を選択してください。
署名が入力されたことを確認して、画面下部の送信を選択します。
以上で担当者様の作業は終了になります。
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Ⅱ. 回答の操作方法
6. 【回答責任者様】回答依頼メールの受信と認証ログイン

Adobe Acrobat Signから件名「[承認依頼] XXXX社
_債権債務確認状_〇〇〇〇」というメールが届きます。
中央の確認して署名を選択してください。

WEBブラウザが立ち上がりAdobe Acrobat Signにログインする認証パスワードを入力
する画面が表示されます。
前頁でご紹介した「認証パスワード及びご回答手続きの案内手順」を確認し、手順3.
認証用パスワードに記載されている認証用パスワードを入力して続行を選択してください。
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Ⅱ. 回答の操作方法
7. 【回答責任者様】利用条件等の同意

利用条件、消費者への情報開示をご
確認頂き、同意いただける場合は続
行を選択ください。
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Ⅱ. 回答の操作方法
8. 【回答責任者様】回答のご確認

担当者様が選択した相違あり無しの項目を確認し、「相違があります。以下の記
載の通り、または送付する明細の通りです。」を選択している場合は、勘定科目と
残高に記載があるか間違いが無いかご確認ください。
添付資料を別途送信している場合は、添付資料に間違いが無いかご確認くださ
い。
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Ⅱ. 回答の操作方法
9. 【回答責任者様】承認の辞退
記載内容に不備があった場合、署名を辞退することがで
きます。
画面右上のオプションを選択してください。
承認をしませんを選択します。

辞退する理由を赤枠内に記載してください。
記載をすると同意しないというボタンを選択するこ
とができます。
選択することで承認の辞退をすることができます。

同意しないを選択
すると下記の画面
が表示されます。

辞退すると辞退したことを伝えるメールが送信されます。
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Ⅱ. 回答の操作方法
10. 【回答責任者様】承認署名・送信

確認が終わりましたら、画面下部のクリックして署名を選択してください。

署名欄が表示されますので、氏名を入力して適応を選択してください。
署名が入力されたことを確認して、画面下部の送信を選択します。
以上で責任者様の作業は終了になります。
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Ⅱ. 回答の操作方法
11. 回答の受領

全ての担当者、責任者がサイン
を行うとAdobe Acrobat Sign
から「[完了] XXXX社_債権債
務確認状_〇〇〇〇」という
メールが受信されます。
添付されているPDFファイルを開
くと担当者、責任者がサインした
PDFを開くことができます。

PDFの2枚目以
降は監査ログと
なっており、サイン
したログが記載さ
れています。



22

Ⅲ. 情報セキュリティ

― ―22
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【従来の紙面確認】
④宛先を記入した紙面確認状の投函(確認依頼)

⑦回答の受領

⑥貴社帳簿内容の回答記入・押印 ③提供いただいた貴社情報に基づく確認状紙面の作成
①紙面確認への回答及び情報提供の依頼

⑤受領 ②貴社情報(宛先住所/部署)のご提供

当監査法人

被監査会社等貴社(貴法人)

紙面
確認状

監査契約に基づく守秘義務が
課せられています。

本紙作成時点、日本郵便に係る
ｾｷｭﾘﾃｨ体制に対する客観的評価
の存在は確認できません。

Ⅲ. 情報セキュリティ
1. 紙面 提供いただく情報の範囲と管理責任

上記は紙面による確認手続における貴社(貴法人)、当監査法人及び被監査会社を含む3者間の実施事項を①～⑦まで順を追って図に示したものです。

従前の紙面による場合、主に取り扱われる情報は①貴社の住所/部署、②貴社帳簿内容です。
皆様と取引関係にある被監査会社等のほかに、当監査法人及び郵便局がこれらを取り扱います。

ホームページ等を通じて
宛先住所を確認することで
行っていない場合もあります。
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Ⅲ. 情報セキュリティ
2. 電子 提供いただく情報の範囲と管理責任

上記は電子による確認手続における貴社(貴法人)、当監査法人及び被監査会社を含む3者間の実施事項を①～⑦まで順を追って図に示したものです。

電子による場合、主に取り扱われる情報は①貴社に所属される個人の氏名/メールアドレス等の個人情報、②貴社帳簿内容です。
そしてこれらを取り扱う事業者としては、被監査会社等及び当監査法人のほかにAdobe Acrobat Signでも取り扱われることになります。

【電子確認】
④認証用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞと回答Webﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽの送信(確認依頼)

⑦回答の受領

⑥貴社帳簿内容の回答入力・署名 ③提供いただいた個人情報の共有
①電子確認への回答及び情報提供の依頼

⑤受領 ②個人情報(部署/役職/氏名/ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)のご提供

当監査法人

被監査会社等貴社(貴法人)

Adobe Acrobat Sign
確認依頼/回答用Webページ

監査契約に基づく守秘義務が
課せられています。

国際規格であるISO27001、SOC 
2 Type 2等の客観的評価結果が
公表されています
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Ⅲ. 情報セキュリティ
3. 当監査法人のセキュリティ

当監査法人は「上場会社等監査法人」として、定期的に「品質管理報告書」を公表しております。

上場会社の監査を担う法人として、ICTを積極的に利用するには情報セキュリティへの対応も重要な課題と捉えており、当監査法人では情報管理規程等に基づき
厳格な管理を行っています。
具体的には、確認手続により入手する皆様の個人情報を含め、業務上入手した機密情報はVPN回線を経由してAWSサーバーへ格納しております。また、各自のPC

には閲覧可能な状態のファイルデータは保存できないようセキュリティのアプリケーションを導入しております。さらに、各自のPCを経由してAWS内に格納したデータをUSBメ
モリー等による物理的な記憶媒体へ書き出すことや、Web上へのファイルアップロードができないよう制限しています。もちろん、仮にメール送信する際にはパスワード施錠を
義務付けるとともに、監視アプリケーションを導入しています。
こうした規範や運用を支えるIT環境の整備に加え、全職員を対象とした定期的なセキュリティ教育にも注力しております。研修ではセキュリティ事故防止以外にもITを利

用した犯罪を取り上げることで、自衛することの意識付けを行い当監査法人全体の情報セキュリティ向上に努めております。

(当監査法人の「2025年度 品質管理報告書」より)

当監査法人の最新の品質管理報告書は
コチラをご覧ください

皆様から提供いただく個人情報に係る
セキュリティポリシーはコチラをご覧ください

https://www.ohwa-audit.co.jp/about/qualitycontrolreport/
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Ⅲ. 情報セキュリティ
4. Adobe Acrobat Signのセキュリティ

Adobe Acrobat Signでは、安心して電子署名サービスをご利用いただくため、高度なセキュリティ対策で重要な文書データを保護しています。

多層防御によるサイバー攻撃対策

ファイアウォールや侵入検知など複数のセキュリティ層により、外部からの攻撃を防御します。

通信・保存データの暗号化

通信はTLS1.2以上、保存データはAES-256で暗号化し、安全に保護します。

高可用性クラウドインフラ

AWS及びMicrosoft Azureの高セキュリティデータセンターで運用されています。

強固な認証プロセス

SSOや多要素認証(MFA)によりユーザー認証を強化し、アクセスを安全に管理します。

外部機関による安全評価

国際的なセキュリティ基準やコンプライアンスに対応した運用体制を整えています。

Adobe Acrobat Sign含む
のAdobe In.のホワイトペーパーは

コチラをご覧ください

https://www.adobe.com/content/dam/dx-dc/jp/ja/pdf-cards/acrobat-sign-security-overview-jp.pdf
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問

― ―27
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
1. 利用のご検討に際して

No. ご質問 回答

001

應和監査法人ってどういう監査法人ですか？ 公認会計士法第34条の34の2に定める「上場会社等監査人」として登録している監査法人です。
（第3007号 2024年1月30日登録） 
2026年2月１日時点、金融商品取引法監査を17社のほか、(IPOを含む)事業会社・非営利法人の
法定・任意の会計監査を行っております。
詳細はこちらをご覧ください。

002

「確認」って何ですか？ 会計監査における重要な手続の一つです。
私ども監査法人と監査契約を締結された法人(被監査法人)が作成した財務諸表の数字(債権債務科
目の残高等)が正しいかどうかを、被監査法人の取引先(貴殿含む)に直接問い合わせする手続です。
確認手続は、被監査法人の同意を得たうえで実施しております。

003
Adobe Acrobat Signって何ですか？ Adobe Acrobat SignはAdobe Inc.が提供するオンライン上で契約や同意のプロセスを完結できる

電子署名サービスです。

004

Adobe Acrobat Signというサービスでどうやって確認を実施し
ているのですか？

電子確認手続としてはまず、皆様から連絡先(所属/役職/氏名/メールアドレス)をご提供いた
だき、Adobe Acrobat Sign等へ入力・設定を行います。
私たちの送信処理とほぼ同時に、皆様のメールアドレスには、確認依頼サイトへ認証ログイン

するために必要な情報(①サイトへのリンクと②認証用パスワード)が届きます。 皆様にはこれ
らを利用して回答用サイトへログイン頂き、回答を入力・確認を頂くことで完了します。 

詳細は別途用意した説明資料をご覧ください。

005
利用を検討しているのですが、どこに問い合わせればよいです
か？

ご不明点等は当監査法人の下記窓口へお問い合わせください。
・info@ohwa-audit.co.jp

006

回答するにあたって利用料等、金銭的な負担が回答者である私
達には発生しますか？

回答者である皆様にAdobe Acrobat Signを利用することによって金銭的な負担が生じることはあ
りません。
なお、確認依頼者であり、私どもに会計監査を委嘱した被監査会社等においても、金銭的な負担
は生じません。

https://www.ohwa-audit.co.jp/about/group/ohwa/
https://www.ohwa-audit.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/AdobeSign%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
mailto:info@ohwa-audit.co.jp
mailto:info@ohwa-audit.co.jp
mailto:info@ohwa-audit.co.jp
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
2. 利用のご検討に際して

No. ご質問 回答

007

どのような利用環境が必要ですか？ 次の利用環境が必要です。
• インターネットに接続できる環境
• Webブラウザ
• メールアドレス
• メールを受信できる環境（メールソフト）

008
提供する氏名・メールアドレスといった個人情報に対するプラ
イバシーポリシーを教えてください

下記リンク先に用意した皆様からご提供いただく個人情報に関する当監査法人のプライバシーポ
リシーをご確認下さい。

009
提供する氏名・パスワードといった個人情報に対する具体的な
貴法人のセキュリティ対策を教えてください。

下記リンク先に用意した当監査法人の「品質管理報告書2025」の31ページでご案内する「情報セ
キュリティ」をご確認ください。

010

Adobe Acrobat Signの情報セキュリティ対策を教えてください。 Adobe Acrobat Signでは、安心して電子署名サービスをご利用いただくため、高度なセキュリ
ティ対策で重要な文書データを保護しています。
・多層防御によるサイバー攻撃対策
・通信・保存データの暗号化
・高可用性クラウドインフラ
・強固な認証プロセス
・外部機関による安全評価
グローバルにサービスを展開するAdobe Inc.としては、これらのセキュリティ態勢は日本基準だ
けではなく、欧米各国の要求水準に応えるレベルで整備・運用されています。その客観的な裏付
けとして次のQ&Aと併せてご確認ください。詳しくはAdobe Acrobat Signのセキュリティ概要を
ご覧ください。

011

Adobe Acrobat Signの情報セキュリティ対策に関す外部団体か
らの客観的評価はありますか？

国際規格であるISO27001、SOC 2 Type 2、PCI DSS 4.0への準拠認定を受けており、業界標準の
セキュリティ対策が実装されています 。
詳細はAdobeのコンプライアンスページのAdobe Document Cloud - Adobe Signエンタープライ
ズ版をご確認ください。

https://www.ohwa-audit.co.jp/dataprotection/
https://www.ohwa-audit.co.jp/dataprotection/
https://www.ohwa-audit.co.jp/about/qualitycontrolreport/
https://www.ohwa-audit.co.jp/about/qualitycontrolreport/
https://www.adobe.com/content/dam/dx-dc/jp/ja/pdf-cards/acrobat-sign-security-overview-jp.pdf
https://www.adobe.com/jp/trust/compliance/compliance-list.html
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
3. 提供する連絡先について

No. ご質問 回答

012

メールアドレスを原則、２名ということですが、
私は個人事業主です。どうしたらいいですか？

その旨を被監査会社等からご案内する「本件お問い合わせ先」へメールアドレス等と併せてでご連
絡いただきますようお願いいたします。

被監査会社を経て私たちも貴社からのメール等を確認しましたら、Adobe Acrobat Sign上は、ご回
答責任者に回答担当者を兼ねて設定させていただきます(担当者分と責任者分の両方にご対応いた
だきますようお願いします)。

013

メールアドレスを原則、２名ということですが、
これまでの紙面では経理業務の責任者(役職者)が自ら回答を記入
し、自ら押印しておりました。
どうしたらいいですか？

その場合、経理管掌の役職者1名と、他の同等以上の役職者のアドレスをお願いしておりますが、
これまで通り経理管掌の役職者1名でご対応いただくということでしたら、その旨を被監査会社等
からご案内する「本件お問い合わせ先」へメールアドレス等と併せてご連絡いただきますようお願
いいたします。

被監査会社を経て私たちも貴社からのメール等を確認しましたら、Adobe Acrobat Sign上は、ご回
答責任者に回答担当者を兼ねて設定させていただきます(担当者分と責任者分の両方にご対応いた
だきますようお願いします)。

014

役職を有する者とのことですが、
これまでの紙面では経理部署内の特段、役職を有しない各担当
者間で回答記入と内容確認を分掌し、内容確認した者が押印し
ておりました。
どうしたらいいですか？

その場合、経理管掌部署内の担当者の方の1名と、経理管掌の役職者の計２名の情報をお願いして
おりますが、これまで通りにご対応いただくということでしたら、その旨を被監査会社等からご案
内する「本件お問い合わせ先」へその旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

被監査会社を経て私たちも貴社からのメール等を確認しましたら、Adobe Acrobat Sign上は、ご回
答責任者に回答担当者を兼ねて設定させていただきます(担当者分と責任者分の両方にご対応いた
だきますようお願いします)。

015

当社では経理業務を管掌する部署の構成員が多いため、事業/営
業拠点/その他セグメントごとに部署内の役割・責任を細分して
います。
確認者としては細分した単位での役職者でもよろしいでしょう
か？

貴社(貴法人)内の組織分掌に沿って対応いたします。
その場合も原則、担当者と確認者の2名をご指名ただくともに、確認者は細分化された単位の役職
者を指名頂きますよう、お願いいたします。
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
4. 提供する連絡先について

No. ご質問 回答

016

役職を有する者とのことですが、
これまでの紙面では経理部署内の特段、役職を有しない各担当
者1名が回答を記入し、社判も各人が押印して回答を返送してお
りました。
どうしたらいいですか？

その場合、経理管掌部署内の担当者の方の1名と、経理管掌の役職者の計２名の情報をお願いして
おりますが、これまで通りにご対応いただくということでしたら、その旨を被監査会社からご案
内する「本件お問い合わせ先」へその旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

017

メールアドレスを原則、２名ということですが、当社では担当
者⇒確認者⇒承認者といった3名へ回覧・確認のうえ、返答して
います。
どうしたらいいですか？

申し訳ありません、当法人で設定した仕様上、ご回答入力いただけるのは1名分のアドレスだけで
す。
もし、複数の担当者で回答する必要がある場合は、その旨を被監査会社からご案内する「本件お
問い合わせ先」へメール等でご連絡いただきますようお願いいたします。

018

当社では取引先別の取引高、債権/債務残高とその内訳等は経理
業務を管掌する部署ではなく、営業/購買を管掌する部署内の記
録管理担当が担っています。
そちらを回答担当/回答確認を設定いただけますか？

貴社(貴法人)内の組織分掌に沿って対応いたします。
その場合も原則、担当者と確認者の2名をご指名ただくともに、確認者は同管掌部署の役職者を指
名頂きますよう、お願いいたします。

019

原則、個人のメールアドレスということですが、
部署で一つのグループアドレスを部員で共有しています。
こちらを提供してもいいですか？

各個人にメールアドレスを有されている限りは個人のメールアドレスでお願いしております。貴
社（貴法人）としてグループアドレスで対応されるということでしたら、その旨を被監査会社か
らご案内する「本件お問い合わせ先」へメール等でご連絡いただきますようお願いいたします

020

経理業務及び支払業務を外部へ委託しており経理部署はありま
せん。
外部委託先の連絡先を回答担当者・回答確認者に指名していい
ですか？

記帳等、経理業務及び支払業務を外部へ委託しているとしても、被監査会社等にとって取引の相
手方であり、互いに債権/債務を請求する関係にある貴社(貴法人)に所属する方を回答確認者には
ご指名頂きますよう、お願いいたします。
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
5. Adobe Acrobat Signを利用した電子確認について

No. ご質問 回答

021
Adobe Acrobat Sign内で行う電子署名は日本の電子署名法に準
じていますか？

「電子署名及び認証業務に関する法律」第２条及び第３条に対応しています。
詳しくは、Acrobat Signの電子サインに関するよくある質問の「電子サインには法的拘束力があり
ますか？」をご覧ください

022

AdobeAcrobatSignで行う確認手続は監査基準に準拠したもので
すか？

以下の監査基準等の要請に応えるものとして当監査法人内で検討の上、皆様への提案に至っており
ます。
・監査基準報告書500「監査証拠」
・監査基準報告書500研究文書第1号「電子的監査証拠に係る研究文書」
・監査基準報告書505「確認」
・監査基準報告書505実務ガイダンス第3号「電子的媒体又は経路による確認に係る実務ガイダン
ス」
・監査基準報告書505周知文書第2号「監査人のウェブサイトを用いた電子的媒体又は経路による
確認に係る周知文書」

https://www.adobe.com/jp/acrobat/business/electronic-signatures.html
https://www.adobe.com/jp/acrobat/business/electronic-signatures.html
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
6. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について

No. ご質問 回答

023

認証用パスワードのメールが届きません 認証用パスワードの送信側メールアドレスと件名は以下のように設定しております。

■送信側メールアドレス：◆◆(アルファベット2文字)@ohwa-audit.co.jp
■件名：認証用パスワード及びご回答手続の案内

「迷惑メール」に分類されているケースが多いようです。一度ご確認ください。
「迷惑メール」フォルダーに見当たらない場合はメール受信そのものが制限されている可能性が
あります。
貴社（貴法人）のIT担当部署へご確認ください。

024

認証用パスワードはどこに記載されていますか？ 認証用パスワードの本文中、中ほどに下記の記載があります。
お手元に届いたメール本文を再度、ご確認ください。
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
7. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について

No. ご質問 回答

025

回答/承認依頼のメールが届きません 確認依頼メールの送信側メールアドレスと件名は以下のように設定しております。

■送信側メールアドレス：adobesign@adobesign.com
■件名：  ◆◆◆◆◆◆(社名)_債権債務確認状_XXXX(4桁の数字)_債権債務確認状が署名用にXXXX@XXX.co.jp(宛先
である貴殿のアドレス) 様に送信されました。

「迷惑メール」に分類されているケースが多いようです。一度ご確認ください。
「迷惑メール」フォルダーに見当たらない場合はメール受信そのものが制限されている可能性があります。
貴社（貴法人）のIT担当部署へご確認ください。

026
認証用メール、依頼メールが届きましたが宛先に誤りがあります。 認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に「お問い合わせ先」として記載されているメールアドレ

スへその旨をメールください。

027

Adobe Acrobat Signの操作画面が英語になっています。
どうしたらいいですか？

ご覧になっているブラウザの言語設定が英語になっていると思われます。
ブラウザによって設定選択の方法が異なるため一例でしかありませんがGoogle Chromeの場合は以下の位置にござい
ます。設定を開いて頂き言語から優先言語が日本語になっているか確認してください。

028

依頼されている内容、用意された確認状の読み方が判りません。 具体的な手続は別途用意した回答者様向けの操作説明サイトをご覧ください。

https://www.ohwa-audit.co.jp/confirmation-guide/
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
8. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について

No. ご質問 回答

029

どうやって回答を入力・署名すればいいのか判りません。 担当者向：まずは貴社（貴法人）で計上している金額(帳簿上の残高)と確認依頼の金額との差異の
有無をご回答(選択)ください。
もし差異がある場合、回答として「相違があります。以下の記載の通り、または送付する明細の
通りです」をプルダウンメニューから選択いただいたうえで、貴社（貴法人）で計上している勘
定科目と金額を所定の回答欄に入力し、最後に最下部にある宣誓の内容をご確認いただいたうえ
で最下部右下にご署名(電子署名)ください。

責任者向：担当者のご回答に問題はない場合、同じく最下部右下にご署名ください。もし担当者
の回答に誤りがある場合は「署名を辞退」を選択ください。(Q34参照)
以上の具体的な手続は別途用意した回答者様向けの操作説明サイトをご覧ください。

030

以下の件名のメールが来ました。どうしたらいいですか？

件名：リマインダー ◆◆◆◆◆◆(社名)_債権債務確認状
_XXXX(4桁の数字)

当該件名のメールは回答が未了の場合に、回答期日の当日および翌日に送信されるメールです。
すでにお手元に認証パスワードを通知するメールが届いてますでしょうか、認証パスワードをご
確認できましたら回答サイトへログインし、回答入力・承認を完了してください。
回答手続としてご不明な点等ありましたら、別途用意した回答者様向けの操作説明サイトをご覧
ください。

031 回答期日を過ぎてしまいました。回答/承認はもうできないので
しょうか？

ご回答可能です。

032
あらかじめご連絡した回答担当者又は回答責任者が異動/退職に
より回答できなくなりました。どうしたらいいですか？

認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に[お問い合わせ先]として記載されてい
るメールアドレスへその旨、をメールください。

033

回答した内容の控えを保存することはできますか？ すべての回覧先による電子署名が完了したときに、Adobe Acrobat Signより届く下記メールに、
すべての署名が完了した確認状が添付されています。

■送信側メールアドレス：adobesign@adobesign.com
■件名：[完了]◆◆◆◆◆◆(社名)_債権債務確認状_XXXX(4桁の数字)

https://www.ohwa-audit.co.jp/confirmation-guide/
https://www.ohwa-audit.co.jp/confirmation-guide/


36

Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
9. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について

No. ご質問 回答

034

回答の入力内容に誤りがありました。修正したいのですがどう
したらいいでしょうか？

回答責任者の入力画面で選択できる「署名を辞退」を選択してください。当法人より再度確認状
をお送りいたします。

以上の具体的な手続は別途用意した回答者様向けの操作説明サイトをご覧ください。

035
回答に誤ったファイルを添付して承認(送付)してしまいました。
どうしたらいいですか？

認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に「お問い合わせ先」として記載され
ているメールアドレスへその旨をメールください。

036
回答を承認すべきところ、誤って「署名を辞退」をクリックし
てしまいました。どうしたらいいですか？

認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に「お問い合わせ先」として記載され
ているメールアドレスへその旨をメールください。

037
回答責任者として承認処理をした後に回答の誤りに気付きまし
た。どうしたらいいですか？

認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に「お問い合わせ先」として記載され
ているメールアドレスへその旨をメールください。

038

添付資料として送信可能なファイルの種類(拡張子)、サイズ、
ファイル数を教えてください。

当監査法人では、メール1件につき最大2MBまでのメールを受信可能です。添付資料はPDFでご提
出をお願いいたします。
容量が2MBを超える場合は、お手数ですがファイルを分割して送付いただくか、クラウドスト
レージサービスを利用して送信ください。

039

確認項目ごとに回答する担当者が異なる場合、それぞれの担当
者が入力することは可能ですか？

申し訳ありません、当法人で設定した仕様上、ご回答入力いただけるのは1名分のアドレスだけで
す。
もし、複数の担当者で回答する必要がある場合は、その旨を被監査会社からご案内する「本件お
問い合わせ先」へメール等でご連絡いただきますようお願いいたします。

https://www.ohwa-audit.co.jp/confirmation-guide/
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
10. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について

No. ご質問 回答

040

回答に明細を添付したい場合はどうすればいいですか？ 確認状回答欄に用意した下記リンク部分をクリックしてください。
メールボックスが開きますのでそちらに明細を添付・送信ください。
その際、お手数で恐縮ですがCCに貴社（貴法人）回答責任者のアドレスを入れてください。

041

確認依頼額と当社の帳簿残高が異なる場合はどうすればいいで
すか?

貴社（貴法人）で認識(計上)されている帳簿残高をそのままご回答ください。
そのうえで、確認状回答欄に用意した下記リンク部分をクリックいただき、貴社（貴法人）の明
細を添付ください。
その際、お手数で恐縮ですがCCに貴社（貴法人）回答責任者のアドレスを入れてください。
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Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
11. 確認状へ記入(入力)する回答内容について

No. ご質問 回答

042
回答を求められている基準日時点の残高が回答期日までに締ま
りません。どうすればいいですか？

認証パスワードを通知するメールの送信者及び確認状本文に「お問い合わせ先」として記載されて
いるメールアドレスへその旨及びご回答予定時期をメールください。

043
決済条件としての締日時点の残高は判るのですが、確認基準日
とされている月末時点の残高は判りません。

確認基準日直前の締日時点の残高をご回答ください。
その際、どの時点の残高であるか、確認状回答欄に用意した下記「相違内容」欄に直接入力くださ
い。

044

確認依頼された勘定科目以外にも債権/債務の残高があります。
どうしたらいいですか？

確認依頼させていただいた勘定科目以外にも債権/債務としての残高がございましたら、回答欄に
用意した下記科目及び残高ご記入欄の空いている箇所に漏れなく入力ください。
そのうえで、下記リンク部分をクリックいただき、貴社（貴法人）の明細を添付ください。
その際、お手数で恐縮ですがCCに貴社（貴法人）回答責任者のアドレスを入れてください。

045
回答等を入力したいのですが、用意いただいた回答欄に収まり
ません。どうしたらいいですか？

確認回答欄に用意した下記リンク部分をクリックしてください。メールボックスが開きますのでそ
ちらにご入力・添付のうえ、送信ください。
その際、お手数で恐縮ですがCCに貴社（貴法人）回答責任者のアドレスを入れてください。

046

回答依頼された債権債務は一部の商流/部署との取引であり、他
の取引/部署にも債権/債務残高を有しております。これらは合
計して一つの口座として債権/債務の残高を管理しており、依頼
された特定の商流/部署だけの残高が判りません。または特定・
集計して回答するには相応の時間を要します。

貴社（貴法人）で認識(計上)されている帳簿残高をそのままご回答ください。その際、確認状回答
欄に用意した下記「相違内容」欄にその旨(ご回答として依頼された取引・残高以外の取引・部署
の残高も含む旨)を入力ください。
そのうえで、下記リンク部分をクリックいただき、貴社（貴法人）の明細を添付ください。
その際、お手数で恐縮ですがCCに貴社（貴法人）回答責任者のアドレスを入れてください。

047

回答依頼された取引については現預金での精算時(支払時/入金
時)に費用/収益を認識しており、回答を求められている基準日時
点では債権/債務残高は計上していません。

確認依頼した費用/収益を伴う取引について、債権/債務の勘定科目を使わず、支払時/入金時に費
用/収益に係る仕訳を起票されている、ということでしたらご回答のプルダウンメニューから「相
違があります。以下の記載の通り、または送付する明細の通りです。」を選択ください。
その上で、確認状回答欄に用意した下記「相違内容」欄に直接、その旨(現預金での精算時(支払時
/入金時)に費用/収益を認識しており、回答を求められている基準日時点では債権/債務残高は計上
していない旨)をご入力ください。
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Ⅴ. ご提供いただく連絡先
-事例に応じた回答-

― ―39
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Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
1. 個人事業主または個人の皆様にご回答いただく場合

被監査会社等からご連絡先の提供をお願いさせていただく際に、ご返信として氏名、メールアドレスをください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報のほか、契約書等、普段の取引に係る文書をご提出いただき、確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより
回答担当者及び回答確認者、双方をご提供いただいた１名に設定いたします(担当者分と確認者分の両方にご対応いただきますようお願いします)。

①個人事業主又は個人である場合

①入力及び②確認

設定

監査法人

入力兼確認者として、ご提供いただいた
1名を入力者及び確認者

として設定します。

個人事業主 or 個人

Adobe Acrobat Sign

被監査会社等

情報提供に係るメール
＋契約書等、取引に係る文書
を監査法人へご提出いただきます

氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ提供ください
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Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
2. 経理管掌部署に所属するのが役職者1名のみの場合(1/2)

経理管掌の役職者の方にご回答いただき、そのうえで貴社(貴法人)内において他の同等以上の役職者の方を確認者としてご指名頂くことをお願いしております。
なお、経理管掌の部署を包含する部署(例えば、経理業務のほかに人事業務も含めた管理全般を管掌する部署とその役職者)がある場合は「5.経理管掌部署を包含する
部署がある場合」を参照ください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、経理管掌の役職者を回答担当者、他の同等以上の役職者を
回答確認者に設定いたします。

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。

②経理管掌部署が役職者は1名のみ

①入力

経理管掌の役職者

②確認 設定

同等以上の他役職者

貴社

経理
管掌部署

他取締役

【推奨】経理管掌の役職者1名
＋同等以上の他の役職者1名

2名の役職、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください
被監査会社等

監査法人

入力者＝経理管掌の役職者
確認者＝同等以上の他の役職者

として設定します。

Adobe Acrobat Sign

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます
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Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
2. 経理管掌部署に所属するのが役職者1名のみの場合(2/2)

これまでの紙面において、ご回答担当者及びご回答確認者の双方を経理管掌の役職者の方がおひとりで対応いただいていた場合等、貴社(貴法人)として前頁の(推奨)へ
の対応を予定しない場合は、被監査会社等へその旨、ご対応いただく役職者の役職名、氏名及びメールアドレスをお知らせください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報のほか、契約書等、普段の取引に係る文書をご提出いただき、確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより
回答担当者及び回答確認者、双方をご提供いただいた１名に設定いたします(担当者分と確認者分の両方にご対応いただきますようお願いします)。

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。

②経理管掌部署が役職者は1名のみ

①入力及び②確認

経理管掌の役職者

設定

貴社

経理
管掌部署

他取締役

経理管掌の役職者1名である旨、
1名の役職、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと併せて
提供ください

被監査会社等

監査法人

入力兼確認者として、ご提供いただいた
1名を入力者及び確認者

として設定します。

Adobe Acrobat Sign

情報提供に係るメール
＋契約書等、取引に係る文書
を監査法人へご提出いただきます
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経理管掌内の担当者(役職者以外の方)にご回答いただき、そのうえで経理管掌の役職者を確認者としてご指名頂くことをお願いしております。
なお、これまで経理管掌内の役職者以外の構成員で回答頂いている場合は「4.役職者以外でご対応いただいている場合」を参照ください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、経理管掌内の担当者を回答担当者、経理管掌の役職者を回
答確認者に設定いたします。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
3. 経理管掌部署に役職者の他に構成員がいる場合

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

③経理管掌部署の役職者＋担当者

①入力

経理管掌の担当者

②確認 設定

経理管掌の役職者

※ 名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、貴社における組織分掌及び職位・権限設定によって様々です。上記「本紙での(役職者の)定義」をご参照ください

貴社

経理管掌部署

部署長※

被監査会社等
経理管掌の役職者1名

＋経理管掌の担当者1名
2名の役職、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください

監査法人

入力者＝経理管掌の担当者
確認者＝経理管掌の役職者

として設定します。

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます

Adobe Acrobat Sign
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これまで経理管掌内の役職者以外の構成員で回答頂いている場合、これまでと同様に経理管掌の担当者間の相互確認いただいたうえで、電子署名いただく回答確認者
としては経理管掌の役職者の方をご指名頂くことをお願いしております。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、経理管掌の担当者を回答担当者(これまで同様ご記入する方)、
経理管掌の役職者を回答確認者に設定いたします。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
4. 役職者以外でご対応いただいている場合(1/2)

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

④役職には就いていない担当者間で回答・確認を分掌※しており、本紙で定義されている「役職者」に相当する者は確認回答に関与していない

①入力

経理管掌の担当者

②確認 設定

経理管掌の役職者

※ これまで確認者に相当する役割を担っていた者は、本紙で定義する「役職者」には該当しないが、貴社(貴法人)においては回答者の上位職位に就いている場合を想定しています。

より具体的には、明文化された規程等では権限・責任は付与されていないが、経験や勤務年数に基づき付与された職位を想定しています。

貴社

経理管掌部署

部署長

【推奨】経理管掌の役職者1名
＋経理管掌の担当者1名

2名の役職、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください
被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

監査法人

入力者＝経理管掌の担当者
確認者＝経理管掌の役職者

として設定します。

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます
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これまでの紙面同様、ご回答担当者間の相互確認で対応いただく場合は、被監査会社等へその旨、ご対応いただく各担当者2名の氏名及びメールアドレス(どちらが回答担
当者、回答確認者かの明示を含め)をお知らせください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signよりご指名に沿って経理管掌の各担当者を回答担当者、回答確認
者に設定いたします。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
4. 役職者以外でご対応いただいている場合(2/2)

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

④役職には就いていない担当者間で回答・確認を分掌※しており、本紙で定義されている「役職者」に相当する者は確認回答に関与していない

①入力

経理管掌の担当者

②確認 設定

経理管掌の担当者

※ これまで確認者に相当する役割を担っていた者は、本紙で定義する「役職者」には該当しないが、貴社(貴法人)においては回答者の上位職位に就いている場合を想定しています。

より具体的には、明文化された規程等では権限・責任は付与されていないが、経験や勤務年数に基づき付与された職位を想定しています。

貴社

経理管掌部署

部署長

経理管掌の担当者２名(役職者なし)である旨、
2名の氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと併せて提供ください 被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

監査法人

入力者＝経理管掌の担当者
確認者＝経理管掌の担当者

として設定します。

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます
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貴社(貴法人)の組織上、経理管掌部署を包含する部署がある場合、回答確認者を経理管掌の役職者以上の方、回答担当者は回答確認者の下位に在位する方を
ご指名頂きますよう、お願いしております。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、ご指名頂いた方を確認担当者及び回答確認者に設定いたしま
す。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
5. 経理管掌部署を包含する部署がある場合

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

⑤経理管掌部署とそれを包含した管理全般の管掌部署があり、それぞれに役職者を置いている

①入力

経理管掌の担当者

②確認 設定

経理管掌の役職者

貴社

管理全般管掌部署
経理管掌

人事管掌

経理管掌以上の役職者1名
＋経理管掌の担当者1名
2名の役職等、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください

被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます

監査法人

入力者＝経理管掌の担当者
確認者＝経理管掌以上の役職者

として設定します。
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貴社(貴法人)の組織上、経理管掌部署内に事業単位/拠点単位等、一定の単位で業務を細分化した単位(ここでは仮に「ユニット」と呼称します)を設けており、各ユニット
単位ごとに役職者を設けている場合、確認状につきましては関連するユニット内の役職者に回答確認を、その構成員に回答担当をお願いしております。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、ご指名頂いた方を確認担当者及び回答確認者に設定いたしま
す。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
6. 経理管掌部署内が細分化されており、各単位ごとに役職者がいる場合(1/2)

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

⑥経理管掌部署内が細分化されており、細分化した単位(仮に「ユニット」と呼称)ごとに役職者を置いている

①入力

関連ユニットの担当者

②確認 設定

関連ユニットの役職者

※ 被監査会社等との取引、債権債務が複数のユニットと関連しており、貴社(貴法人)にとってそれぞれのユニットから回答する必要がある場合は、確認状としてもそれぞれのユニット宛に別々に送信いたします。

貴社
経理管掌部署

●●事業ユニット

●●事業ユニット

本件と関連するユニット※の役職者1名
＋当該ユニットの担当者1名
2名の役職等、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください

被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

監査法人

入力者＝関連ユニットの担当者
確認者＝関連ユニットの役職者

として設定します。

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます
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「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

⑥経理管掌部署内が細分化されており、細分化した単位(仮に「ユニット」と呼称)ごとに役職者を置いている（複数のユニットが関連しており、貴社(貴法人)にとって各ユニットから回答する必要がある場合)

①入力

関連ユニットの担当者

②確認 設定

関連ユニットの役職者

①入力

関連ユニットの担当者

②確認 設定

関連ユニットの役職者

※ 被監査会社等との取引、債権債務が複数のユニットと関連しており、貴社(貴法人)にとってそれぞれのユニットから回答する必要がある場合は、確認状としてもそれぞれのユニット宛に別々に送信いたします。

貴社
経理管掌部署

●●事業ユニット

本件と関連する各ユニットの役職者1名
＋当該ユニットの担当者1名
関連するユニットごとに各2名の役職等、氏名及びﾒｰ
ﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください

被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

監査法人

入力者＝関連ユニットの担当者
確認者＝関連ユニットの役職者

として設定します。

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます

●●事業ユニット
Adobe Acrobat Sign

監査法人

入力者＝関連ユニットの担当者
確認者＝関連ユニットの役職者

として設定します。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
6. 経理管掌部署内が細分化されており、各単位ごとに役職者がいる場合(2/2)
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これまで経理管掌内の担当者１名でご回答頂いている場合、回答確認者としては経理管掌の役職者の方をご指名頂くことをお願いしております。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報を確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより、経理管掌の担当者を回答担当者、経理管掌の役職者を回答
確認者に設定いたします。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
7. 経理管掌部署内の担当者１名で対応いただいている場合(1/2)

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

⑦経理管掌部署の担当者1名で対応しています

①入力及び②確認

設定

監査法人

入力者＝経理管掌の担当者
確認者＝経理管掌の役職者

として設定します。

貴社

経理管掌部署

部署長

被監査会社等

Adobe Acrobat Sign

情報提供に係るメール
を監査法人へご提出いただきます

【推奨】経理管掌の役職者1名
＋経理管掌の担当者1名

2名の役職、氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを提供ください
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これまでの紙面同様、ご回答担当者1名で対応いただく場合は、被監査会社等へその旨、ご対応いただく担当者1名の氏名及びメールアドレスをお知らせください。

被監査会社等から皆様から提供いただく情報のほか、契約書等、普段の取引に係る文書をご提出いただき、確認させていただきしましたら、Adobe Acrobat Signより
回答担当者及び回答確認者、双方をご提供いただいた１名に設定いたします(担当者分と確認者分の両方にご対応いただきますようお願いします)。

Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
7. 経理管掌部署内の担当者１名で対応いただいている場合(2/2)

「役職者」…ここでは貴社(貴法人)の組織図及び規程等の明文化されたルールにおいて、管掌する業務の全部又は一部について決裁権限と責任が割り当てられている職位に就いている方とします。

名称は「部長」「課長」「係長」「ユニット長」等、各法人における組織分掌及び職位・権限設定によって様々であり、上記「本紙での定義」に該当するとご判断した範囲で結構です。 「役職者」以外の方。

⑦経理管掌部署の担当者1名で対応しています

①入力及び②確認

設定

貴社

経理管掌部署

部署長

被監査会社等

監査法人

入力兼確認者として、ご提供いただいた
1名を入力者及び確認者

として設定します。

Adobe Acrobat Sign

経理管掌部署の担当者1名である旨、
1名の氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと併せて提供ください

情報提供に係るメール
＋契約書等、取引に係る文書
を監査法人へご提出いただきます


	Adobe Acrobat Sign
回答者様へのご案内
	
目次
	
目次
	Ⅰ.　確認手続の概要
	Ⅰ. 確認手続の概要
1. 従来、紙面による確認手続の全体像
	Ⅰ. 確認手続の概要
2. Adobe Acrobat Signを利用した確認手続の全体像
	Ⅰ. 確認手続の概要
3. ご回答いただく「回答確認者」と「回答担当者」の想定役職と権限
	Ⅰ. 確認手続の概要
4. ご回答いただく確認状の様式と記載内容
	Ⅰ. 確認手続の概要
5. Adobe Acrobat Signから届くメール
	Ⅱ.　回答の操作方法
	Ⅱ. 回答の操作方法
1. 認証パスワード通知メールの受信
	Ⅱ. 回答の操作方法
2. 【回答担当者様】回答依頼メールの受信と認証ログイン
	Ⅱ. 回答の操作方法
3. 【回答担当者様】利用条件等の同意
	Ⅱ. 回答の操作方法
4. 【回答担当者様】回答入力
	Ⅱ. 回答の操作方法
5. 【回答担当者様】署名・送信
	Ⅱ. 回答の操作方法
6. 【回答責任者様】回答依頼メールの受信と認証ログイン
	Ⅱ. 回答の操作方法
7. 【回答責任者様】利用条件等の同意
	Ⅱ. 回答の操作方法
8. 【回答責任者様】回答のご確認
	Ⅱ. 回答の操作方法
9. 【回答責任者様】承認の辞退
	Ⅱ. 回答の操作方法
10. 【回答責任者様】承認署名・送信
	Ⅱ. 回答の操作方法
11. 回答の受領
	Ⅲ.　情報セキュリティ
	Ⅲ. 情報セキュリティ
1. 紙面　提供いただく情報の範囲と管理責任
	Ⅲ. 情報セキュリティ
2. 電子　提供いただく情報の範囲と管理責任
	Ⅲ. 情報セキュリティ
3. 当監査法人のセキュリティ
	Ⅲ. 情報セキュリティ
4. Adobe Acrobat Signのセキュリティ
	Ⅳ.　皆様から頂く(頂いた)ご質問
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
1. 利用のご検討に際して
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
2. 利用のご検討に際して
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
3. 提供する連絡先について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
4. 提供する連絡先について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
5. Adobe Acrobat Signを利用した電子確認について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
6. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
7. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
8. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
9. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
10. Adobe Acrobat Sign利用上の操作について
	Ⅳ. 皆様から頂く(頂いた)ご質問
11. 確認状へ記入(入力)する回答内容について
	Ⅴ.　ご提供いただく連絡先�-事例に応じた回答-
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
1. 個人事業主または個人の皆様にご回答いただく場合
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
2. 経理管掌部署に所属するのが役職者1名のみの場合(1/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
2. 経理管掌部署に所属するのが役職者1名のみの場合(2/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
3. 経理管掌部署に役職者の他に構成員がいる場合
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
4. 役職者以外でご対応いただいている場合(1/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
4. 役職者以外でご対応いただいている場合(2/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
5. 経理管掌部署を包含する部署がある場合
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
6. 経理管掌部署内が細分化されており、各単位ごとに役職者がいる場合(1/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
6. 経理管掌部署内が細分化されており、各単位ごとに役職者がいる場合(2/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
7. 経理管掌部署内の担当者１名で対応いただいている場合(1/2)
	Ⅴ. ご提供いただく頂く連絡先-事例に応じた回答-
7. 経理管掌部署内の担当者１名で対応いただいている場合(2/2)

